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 都市再開発法（昭和四十四年法律三十八号）第二条の三第二項の規定による都市再開発の方

針を次のとおり定める。 

 

１ 基本方針 

 －方針の位置づけ－ 

本都市計画方針は、市街地の再開発の基本的方向を明らかにし、再開発の適正な誘導と計

画的な推進を図ることを目的として定める。当該都市計画区域における再開発に関する都市

計画は、本都市再開発方針に即して定める。 

 －都市計画区域の範囲－ 

本都市計画区域は、都心から約 20km 圏、本県の南端に位置し、中央部から南部には台地

が広がり、北部には荒川と新河岸川が、西部には越戸川が、東部には白子川が流れている。

なお、行政区域の全域に都市計画区域が指定されている。 

鉄道は、東京都心と直結する東武鉄道東上線、東京地下鉄有楽町線及び東京地下鉄副都心

線が通勤・通学の主要な交通手段となっている。また、東京地下鉄副都心線は、平成 25 年

から開始した東急電鉄東横線、横浜高速鉄道みなとみらい線との相互直通運転により、横浜

方面と結ばれるなど交通の利便性が向上している。 

道路は、中央部を南北方向に東京外環自動車道及び県道練馬川口線が連絡し、南部を東西

方向に一般国道 254 号（東京松本バイパス線）が連絡しており、重要な広域幹線道路となっ

ている。さらに、北部には、東京外環自動車道と接続する一般国道 254 号（志木和光線）の

整備が進められている。 

昭和初期に新倉駅（現・和光市駅）が開設されると、軍需会社の進出により小軍都として

の性格が加わり、戦後には米軍のキャンプ朝霞の「基地の街」へと様相を変え、昭和 20 年

代後半から大規模な工場の立地、東京オリンピック開催にともなう周辺道路の整備や西大和

団地の完成などにより、急速に発展し、東京地下鉄や東京外環自動車道の開通等の交通網の

充実により、今日まで都心近郊の住宅都市として発展してきた。 

また、現時点では、人口は継続して増加傾向にあり、人口増加に対応した市街地形成を推

進するとともに、今後の少子高齢化の進展を見据え、福祉サービスの充実、若年層、子育て

世代の定住促進を図る必要がある。 

 これらのことから、今後は面的整備事業等を活用した総合的な市街地の再開発を推進する

ことで、和光市駅周辺の拠点性を強化するとともに、住環境の向上により安心・安全・快適

に暮らせるまちづくりを実現するため、次に掲げる事項を基本方針として都市の再開発を進

める。 

 

（１）都市機能の集積による市街地形成 

和光市駅周辺は、駅前の立地を生かした土地の高度利用を推進し、駅前広場等の都市

基盤整備を行うことで、公共空間を活用したにぎわいを創出し、まちを活性化するとと

もに、地区計画等の都市計画制度を活用した商業業務施設や医療福祉施設等の立地誘導

により都市機能の集積を図る。 

（２）周辺環境と調和した良好な住宅地の形成 

和光市駅周辺は、良好な中高層住宅の立地を誘導し、住宅及び商業業務施設等の都市

機能が複合した利便性の高い都市型住宅地の形成を図る。 
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また、和光市駅周辺以外の住宅地においては、地区計画等の都市計画制度を活用して

狭小敷地の住宅開発を抑制し、ゆとりある敷地の住宅地を形成するとともに、起伏に富

んだ地形や生産緑地等の武蔵野の面影が残る恵まれた自然環境と調和した住環境の形成

を図る。 

（３）市街地形成に資する都市基盤整備の推進 

土地区画整理事業等の面的整備により、都市基盤整備を促進するとともに、地区の実

情を踏まえて地区計画等を活用し、良好な市街地の形成を推進する。 

なお、土地区画整理事業等の面的整備の促進に際しては、都市の骨格を構成する都市

計画道路や、和光市駅の顔に相応しい駅前広場の整備を推進する。 

（４）市街地の防災性の向上 

災害に対して安全性の高い都市構造を形成するため、土地区画整理事業等の面的整備

の促進により、狭あい道路の改善、公園・緑地の適正配置等の都市基盤整備を行うとと

もに、防火地域等の指定や建物の共同化により不燃化を促進することで、市街地の防災

性の向上を図る。 

（５）多世代にも地球にも優しいまちづくりの推進 

誰もが安心・安全に暮らせるまちづくりを推進するため、高齢者や障がい者に配慮し

た都市のバリアフリー化を推進するとともに、鉄道、バス等の公共交通の利便性の向上、

医療・福祉・子育て支援施設の適切な配置を図る。 

また、土地区画整理事業等の面的整備の促進による緑豊かな公園整備や道路、公共施

設等での緑化、省エネルギー化、再生可能エネルギーの有効利用等を図ることにより、

都市の低炭素化を推進する。 

 

２ 再開発を促進すべき地区の整備又は開発の方針 

本都市計画区域において、計画的な再開発が必要な市街地のうち、「特に一体的かつ総合的に

市街地の再開発を促進すべき地区（再開発促進地区）」として、上位計画及び市の関連計画の方

針との整合性及び事業の進捗状況等を踏まえ、再開発の必要性・効果等から整備優先度が高く

重点的に整備すべき地区について、整備又は開発の計画の概要を別表のとおり定める。
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別表 再開発促進地区の整備又は計画の概要 

地区番号 ① 

地区名 北口駅前地区 

a 地区面積 

（ha） 
約 14．3ｈａ 

b  地区の再開

発、整備などの

主たる目標 

和光市の中心地及び駅北の玄関口として、駅周辺の商業業務機

能の増進並びに駅に隣接した利便性の高い都市型住宅の導入を図

る。 

c 用途、密度に

関する基本的

方針、その他の

土地利用計画

の概要 

駅前周辺は商業業務・都市型住宅地として、土地利用の高度化

を図る。このとき、低層部は商業業務施設、中高層部は住宅を配

置する。 

東京外環自動車道沿道は中層住宅地とする。 

東京外環自動車道の上部空間は用地の有効利用を図る。 

d 建築物の更新

の方針 

土地区画整理事業に伴い、民間活力の活用を進め、商業業務機

能の集積を図る。 

良好な都市景観を形成するため、地区計画、高度利用地区等に

よる建物の規制・誘導を行う。 

防火地域等により建物の不燃化を促進し、市街地の防災性向上

を図る。 

e 都市施設及び

地区施設の整

備の方針 

駅北口地域の交通体系を整えるため、都市計画道路、駅前広場

の整備を推進する。 

なお、整備に当たっては利用者に配慮した都市のバリアフリー

化と、緑化や再生可能エネルギーの活用等による都市の低炭素化

を推進する。 

f その他特記す

べき事項 

１ 土地区画整理事業により、地区内の都市基盤整備を図る。 

２ 土地区画整理事業（事業中） 

３ 市街地再開発事業の事業化を図る。 

４ 地区計画（決定済） 
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別表 再開発促進地区の整備又は計画の概要（続き） 

地区番号 ② 

地区名 南口駅前地区 

a 地区面積 

（ha） 
約 11．9ｈａ 

b  地区の再開

発、整備などの

主たる目標 

商業業務機能の増進により、和光市の中心的商業業務地を育成

する。 

駅に隣接した利便性の高い商業施設の導入、適切な建築誘導を

行い、駅南の玄関口にふさわしい魅力ある中心市街地を形成する。 

c 用途、密度に

関する基本的

方針、その他の

土地利用計画

の概要 

商業業務・都市型住宅地として、土地利用の高度化を図る。こ

のとき、低層部は商業業務施設、中高層部は住宅を配置する。 

東京外環自動車道の上部空間は用地の有効利用を図る。 

d 建築物の更新

の方針 

土地区画整理事業の整備効果を生かし、地区計画等により商業

業務機能の集積を図る。 

良好な都市景観を形成するため、地区計画等による沿道建物の

規制・誘導を行う。 

防火地域等により建物の不燃化を促進し、市街地の防災性向上

を図る。 

e 都市施設及び

地区施設の整

備の方針 

駅南口地域の交通体系を整えるため、都市計画道路、駅前広場

の整備・保全を推進する。 

なお、整備・保全に当たっては利用者に配慮した都市のバリア

フリー化と、緑化や再生可能エネルギーの活用等による都市の低

炭素化を推進する。 

f その他特記す

べき事項 

１ 土地区画整理事業（完了） 

２ 地区計画（決定済） 
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別表 再開発促進地区の整備又は計画の概要（続き） 

地区番号 ③ 

地区名 丸山台東部地区 

a 地区面積 

（ha） 
約 26．5ｈａ 

b  地区の再開

発、整備などの

主たる目標 

居住機能と工業・流通機能の調和ある共存を図り、快適な住環

境を創出する。 

低未利用地の適切な土地利用の誘導により、まちなみ景観の整

った良好な住宅地を形成する。 

c 用途、密度に

関する基本的

方針、その他の

土地利用計画

の概要 

都市計画道路の沿道において土地利用の高度化を図る。 

機能別土地利用区分、工場の再配置の促進等により土地利用の

純化を進める。 

d 建築物の更新

の方針 

土地区画整理事業の整備効果を生かし、地区計画等により良好

な中高層住宅の集積を図る。 

良好な都市景観を形成するため、地区計画等による建築形態等

の規制・誘導を図る。 

e 都市施設及び

地区施設の整

備の方針 

都市計画道路、公園・緑地等を整備・保全し、住環境の向上を

図る。 

なお、整備・保全に当たっては利用者に配慮した都市のバリア

フリー化と、緑化や再生可能エネルギーの活用等による都市の低

炭素化を推進する。 

f その他特記す

べき事項 

１ 土地区画整理事業（完了） 
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別表 再開発促進地区の整備又は計画の概要（続き） 

地区番号 ④ 

地区名 中央第二谷中地区 

a 地区面積 

（ha） 
約 25．3ｈａ 

b  地区の再開

発、整備などの

主たる目標 

宅地化農地の適切な土地利用の誘導及び生産緑地地区の保全と

活用により、空間的ゆとりと潤いのある良好な住宅地を形成する。 

c 用途、密度に

関する基本的

方針、その他の

土地利用計画

の概要 

都市計画道路の沿道において土地利用の高度化を図る。 

中低層住宅地としての整備を促進する。 

斜面緑地、平地林の保全と活用に努める。 

d 建築物の更新

の方針 

土地区画整理事業に伴い、建物の共同化による不燃化を促進す

る。 

良好な住宅地景観を形成するため、地区計画等による建築形態

等の規制・誘導を図る。 

e 都市施設及び

地区施設の整

備の方針 

生産緑地地区の保全と活用により、快適で潤いのある住環境の

形成を図る。 

地区周辺と一体となった道路、公園等の整備・保全を図る。 

なお、整備・保全に当たっては利用者に配慮した都市のバリア

フリー化と、緑化や再生可能エネルギーの活用等による都市の低

炭素化を推進する。 

f その他特記す

べき事項 

１ 土地区画整理事業により、地区内の都市基盤の整備及び保全 

 を図る。 

２ 土地区画整理事業（事業中） 

 


